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6月22日（月） 第1 3田口頭弁論がありました！

梅雨まっただ中の時期でしたが，今回も，各地から150人以上の方々
が傍聴のため集まりました。 今回も， 報告集会が早めに始まり， その
後には， 「準備書面集J発刊のお知らせとその説明もありました！

・第13田口頭弁論の内容・
今回の口頭弁論では， 国側から 「反論Jが提出されました。 国側は

そ乙で， 長々と多岐にわたる論点で， 朝鮮学校の無償化除外がいかに
間違っていなかったか主張してきました。

国側はこれまで、も， 「朝鮮学校で適正な学校運営がなされているか，
“確証が得られなかったぺだから無償化対象校として指定しなかったJ

と主張してきましたが， 今回の反論もその主張老補完しようするもの
でした。 しかし， そのために， 国側が今回初めて挙げてきた根拠も，
愛知朝鮮高校の学校運営などの問題点老直接的に指摘するのではなく、
東京都が都内朝鮮学校への補助金左打ち切る際に根拠とした独自の調
査報告書や、 他地方の朝鮮学校の負債の問題など老あげつらうもので
した〔愛知郭鮮高校を無償化対象校として指定すべきで、あったかどう
か沙｛'j／§点で‘あるにもかかわδず）。 このように， 国側の主張は， 論理的
にも説得力に欠け， 強引で、乱暴な反論となっていました。

・裁判報告集会の様子．
今回は， 口頭弁論で提出された， 国側の反論について， 弁護団の表

明玉弁護士より詳しい解説がありました。 今回のような国側の強引な
，，.，＿反論の背景には， 朝鮮学校に対する社会的偏見に乗じて徹密な議論it
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避けているという面がある、 「国側が裁判で負けるわけがなしリという
考えもあるのではないか， だからこそ， 偏見にとらわれずに社会的関
心， 公正な判断老裁判所・裁判官に訴えていく傍聴運動が何よりも重
要だと， 強調されました。

• r準備蓄苗集J発刊について圃
報告集会の後は， 乙の度， 愛知弁護団と無償化ネットワ ー ク愛知が

共同で発刊した 「準備蓄面集Jのお知らせとその説明がありました。
乙の 「準備蓄面集Jとは， 愛知裁判の原告側の訴状と準備蓄面（裁判
での主張老奮いた文書） の一部をまとめたものです。

植民地期から現在まで， 日本における朝鮮・朝鮮人観を背景として，
阻められ続けてきた， 在日朝戦人や朝鮮学校の歴史がどのようなもの
であるか， 特に近年の歴史修正主義・排外主義運動や 「北朝鮮J嫌悪
現象ととの高校無償化除外がどのような繋がりがあるか， など歴史
的・社会的背景を詳しく主張してきた書面老まとめた内容となってい
ます（書面集の収益は裁判のために使われます）。

T関ζえないふりに傷ついて かすれる叫びはあてどなく
それでも誰かと歌いたいんだ 一人の声では届かない J 

これは， 愛知朝高一年生たちが報告集会で披露した合唱 「 声よ集ま
れ， 歌となれJの一 節です。 “声刀 は容在しないわけでもなければ， 叫
ばれていないわけで、もありません。 であればこそ， その “声” に応答
し， 共Lこ叫ぶこと， それこそが何にも増して必要なことではないでし
ょうも下。

これからも， 裁判闘争老通して共に “声” 老あげつづ
、
けましょう！
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